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役
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問
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す
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一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
、
副
大
臣
（
内
閣
官
房
副
長
官
を
含
む
。
）
及
び
大
臣
政
務
官
に
つ
い
て
は
、
官
吏
服
務
紀

律
（
明
治
二
十
年
勅
令
第
三
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
同
項
に
お
い
て
は
「
官

吏
ハ
己
ノ
職
務
ニ
関
ス
ル
ト
又
ハ
他
ノ
官
吏
ヨ
リ
聞
知
シ
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
官
ノ
機
密
ヲ
漏
洩
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス
其
職
ヲ
退

ク
後
ニ
於
テ
モ
亦
同
様
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
、
ま
た
、
「
国
務
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
規
範
」
（
平
成
十
三
年
一

月
六
日
閣
議
決
定
）
�
⑻
に
お
い
て
「
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
・
・
・
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
国
務
大
臣
等
の
職
を
退
任
し
た
後
も
同
様
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
法
令
等
の
遵
守
を
徹
底

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
不
適
切
な
事
例
は
承
知
し
て
い
な
い
。


